
 

 

令和５年度「大学生の力を活用した集落復興支援事業」 

に係る大学生グループ募集要領 

 
  令和５年度「大学生の力を活用した集落復興支援事業」の実施に当たり、福

島県では、委託先としての大学生グループを以下のとおり募集します。 

 

１ 目 的 

  東日本大震災や原発事故の影響等により、過疎・中山間地域にある集落で

は、高齢化や地域の担い手不足などが更に進行し、地域住民の活動や取組だ

けでは集落の維持・再生が困難となることが懸念されています。こうした集

落において、大学生の持つ新たな視点や発想、行動力、専門技術・知識など

「外からの力」を活用することにより、地域の復興と活性化を図るとともに、

集落の応援者（サポーター）を育成していくことを目的とします。 

 

２ 募集件数及び調査対象 

(1) 募集件数：福島県内又は県外の大学生グループ    ５グループ程度 

(2) 調査対象：福島県内の過疎・中山間地域にある集落  

 

３ 実施内容 

(1) 福島県が指定する集落の実態調査  

ア 集落実態調査の方法等については、集落の実情に応じて大学教員の指

導の下、受託する大学生グループの計画によるものとします。 

イ 集落実態調査については、福島県が指定する集落において、原則とし

て１泊２日以上の日程で実施するものとします。 

(2) 福島県が主催する活動報告会での調査結果及び集落活性化策の発表 

（令和６年１～２月頃予定） 

(3) 調査を実施した集落の活性化策に係る調査研究報告書の作成 

 

※ 今年度、上記の取組を行ったグループが、その翌年度、集落の住民と共

に当該集落の活性化策についての実証活動を行う場合は、引き続き支援を

行います。 

 

４ 実施期間 

  契約の日から令和６(2024)年２月２９日まで 

 

 

 

 



５ 委託料 

(1) 積算対象：ア 集落実態調査に係る交通費及び宿泊費 

※報告会発表に係る代表者分の旅費（交通費）を含みます。 

イ 集落実態調査に係る調査研究報告書作成に係る費用 

(2) 支払時期：委託事業の完了検査後。ただし、必要と認められる場合は委

託料の８０パーセント以内の金額を前金払いします。 

 

【参考】委託料の目安（応募状況により変動します） 

   大学から集落までの往復距離に応じて、１０万円～２２万円程度 

 

６ 応募資格 

応募資格は、以下の要件を満たす大学生グループとします。 

(1) 福島県内又は県外に設置されている大学（大学院、短期大学を含む。） 

に在籍する大学生５～１０名程度から構成されていること。 

(2) 大学教員が集落実態調査を引率し、かつ調査研究を指導すること。 

(3) 調査に熱意を持って取り組むとともに、調査対象となる集落の住民には

敬意を払い、真摯な態度で接すること。 

(4) 交通の便が悪い集落への調査を委託する場合があるので、グループで自 

動車を用意できること（所有・リースは問わない）。 

 (5)事業の趣旨・内容に賛同し、事業を実施すること。 

 

７ 応募方法 

    実態調査応募申請書［大学生用］（様式第１号）に必要事項を記入の上、郵

送、持参、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してくださ

い。 

 ※ 様式は、福島県企画調整部地域振興課のホームページからダウンロード

できます。 

令和５年度「大学生の力を活用した集落復興支援事業」実施大学・受入集落の募集について  

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-56.html 

 

８ 提出先・お問い合わせ先 

 

 福島県企画調整部地域振興課 菊地 

 郵便番号：９６０－８６７０ 

住  所：福島市杉妻町２－１６（郵送の場合、住所の記載は不要です） 

 電  話：０２４－５２１－７１１４ 

Ｆ Ａ Ｘ：０２４－５２１－７９１２ 

 メールアドレス：tiikishinkou@pref.fukushima.lg.jp 

mailto:tiikishinkou@pref.fukushima.lg.jp


９ 応募期間 

  令和５年（2023）年４月１４日（金）～令和５（2023）年６月２日（金） 

  ※郵送の場合、当日消印有効とします。 

 

10 調査委託先及び調査対象の決定方法等 

(1) 調査委託先（大学生グループ）及び調査対象（集落）については、提出

された応募書類により選考し、応募上の希望や地域バランス等を勘案して

決定します。 

(2) 選考結果は、応募のあった大学生グループに文書で通知します。 

(3) 審査の内容や経過等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、

あらかじめ御了承願います。 

 

11 その他 

(1) 集落実態調査の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大 

防止の観点から、以下に留意してください。 

① マスク着用は個人の判断が基本となりましたが、マスク着用が効果的

な場面などでは引き続き着用することが推奨されます。 

② 一時的に場面に応じたマスク着用等の感染対策を求める場合がありま

す。 

(2) 当該委託事業への応募又は受託に当たり、以下の経費は負担していただ

くことになりますので御了承ください。 

① 委託額を超えて要する交通費、宿泊費、報告書作成費用等 

② 傷害保険料 

※福島県では調査委託の実施に当たって発生した事故等に対しては一切責任を負

いかねますので、あらかじめ御了承ください。 

③ その他応募に要する経費等 

 


